
  

論点［事例問題１］ 
 
問１ 起案 
１ 請求の趣旨に対する答弁の内容 
２ 請求の原因に対する認否の内容 
  ・イ号物件の構成についての認否と構成要件充足性についての認否 
  ・損害賠償額についての認否 
３ 被告の主張の内容 
  ・原告の文言侵害の主張に対する反論 
  ・原告の均等侵害の主張に対する反論 

         ・無効論 
 
問２ 小問 
（１）譲渡人から被告に対して債権譲渡の通知をしてもらうこと（民法４６７  
   条１項）。 
   その事実を，訴訟において主張，立証すること。 
 
（２）特許法１０２条１項に基づく主張をすることが必要であること。 
   そのために，主張，立証すべき事実は何かということ。 
 
 

 
 


